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【
問
い
】 
私
は
現
在
私
が
経
営
す
る
合
資
会

社
の
無
限
責
任
社
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。
無

限
責
任
社
員
は
①
会
社
が
債
務
を
返
済
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
私
個
人
の
財
産

を
も
っ
て
債
務
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
責
任
が
あ
る
②
相
続
が
発
生

し
た
場
合
に
は
会
社
の
持
ち
分
の
評
価
額

が
払
戻
請
求
権
（
時
価
ベ
ー
ス
の
純
資
産
価

額
）
に
な
っ
て
し
ま
う
等
、
リ
ス
ク
が
多
く

心
配
で
す
。
会
社
を
合
資
会
社
か
ら
株
式
会

社
に
組
織
変
更
し
て
株
主
に
な
る
こ
と
に

よ
り
、
有
限
責
任
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
し
ょ
う
か
？

【
答
え
】　

･

一
、
合
名 
合
資
会
社
と
は

　

会
社
に
は
合
名
会
社
・
合
資
会
社
・
有
限

会
社
・
株
式
会
社
の
四
つ
の
種
類
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
う
ち
、
合
名
会
社
と
は
無
限
責
任

社
員
の
み
か
ら
な
る
会
社
で
あ
り
、
合
資
会

社
と
は
無
限
責
任
社
員
と
有
限
責
任
社
員

と
の
二
元
的
組
織
か
ら
な
る
会
社
を
い
い

ま
す
。

二
、
合
名
会
社
・
合
資
会
社
と
株
式
会

社
と
の
合
併

　

現
行
商
法
に
お
い
て
は
合
名
会
社
・
合
資

会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
単
純
な
組
織
変

更
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
合
名
会
社
・
合
資
会
社
を
消
滅

会
社
と
し
、
株
式
会
社
を
存
続
会
社
と
す
る

合
併
手
続
き
に
よ
っ
て
実
質
的
に
株
式
会

社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
組
織
変
更
に
よ
り
会
社
の
持
ち
分
の
評

価
方
法
も
原
則
的
評
価
方
式
（
純
資
産
価
額

方
式
と
類
似
業
種
比
準
方
式
に
基
づ
い
た

評
価
方
法
）
あ
る
い
は
特
例
的
評
価
方
式

（
配
当
還
元
価
額
）
に
な
り
ま
す
。

三
、
留  
意  
点

　

合
併
後
に
株
式
の
贈
与
ま
た
は
相
続
を

す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

（
一
） 

株
式
会
社
を
設
立
し
て
合
名
・
合
資

会
社
と
合
併
し
た
場
合
に
は
、
開
業
後

三
年
未
満
の
会
社
に
該
当
す
る
た
め
、

株
式
の
評
価
額
は
、
純
資
産
価
額
で
評

価
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
二
） 

株
式
会
社
が
合
併
で
引
き
継
い
だ
不

動
産
等
で
あ
っ
て
も
、
純
資
産
価
額
の

計
算
上
、
課
税
時
期
前
三
年
以
内
に
取

得
し
た
不
動
産
等
に
該
当
す
る
た
め
、

通
常
の
取
引
価
額
で
評
価
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

四
、
合
名
・
合
資
会
社
と
株
式
会
社
と

の
比
較

　

合
名
会
社
と
株
式
会
社
の
主
な
違
い
は

下
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
で
す
。

会社オーナーの事業承継Ｑ＆Ａ　③

合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社ののののののののののののののののののののの株株株株株株株株株株株株株株株株株株株株株式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化
　

税理士法人　山田＆パートナーズ　法人・資産税第２部　木村　篤志

株式会社合名・合資会社項　　目

特定会社に該当する場合を除き、原則的
評価方式あるいは特例的評価方式になり
ます。

原則として、時価純資産価額。
①出資（無限責任社員の持ち
　分・株式）の相続税評価額

可。
原則として不可。ただし、定款に他の出
資者全員の同意がある場合は相続できる
旨の定めがある場合には可。

②出資者（無限責任社員・株
　主）の地位の相続の可否

出資割合の多寡により支配権が決定。
全出資者（社員）が均等に支配権を有す
る。（出資割合ではなく社員の頭数により
決議が行われる）

③支配権

原則として出資の払戻請求は認められな
い。

無限責任社員の相続に伴い出資の払戻請
求がされた場合、会社に拒否権はない。

④相続に伴う出資の払戻請求

有限責任。（出資の範囲内においてのみ責
任を負う）

無限責任社員については無限責任。（会社
の全ての債務について責任を負う）

⑤出資者（社員・株主）の
　責任の範囲


